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(6) 作業開始と作業完了 

○ 「特定工事の開始」 

「特定粉じん排出等作業」を伴う建設工事の開始をいう。建築物の解体工事の場合な

どで仮設が必要な場合は、仮設工事の開始を指す。草刈等の準備工事は含まれない。 

○ 「特定工事の完了」 

「特定粉じん排出等作業」を伴う建設工事の完了をいう。建築物の解体工事の場合は、

解体が終了し、整地が終了したとき。 

○ 「特定粉じん排出等作業の開始」 

特定建築材料の除去等に先立って行う、足場の組立てなどを含めた作業区画の隔離、

集じん排気装置の設置等の石綿の飛散防止のための作業など、一連の作業の開始をいう。 

（例） 

「①吹付け石綿」、「②石綿含有断熱材等」の場合 

・ 足場設置、隔離養生を始めたとき。 

・ 足場設置、養生をしない場合、グローブバッグの設置を始めたとき。 

「③石綿含有成形板等」「④石綿含有仕上塗材」の場合 

・ 石綿飛散防止のための足場設置、建築物周囲の養生を始めたとき。 

・ 敷地境界と建築物の周囲の両方に養生がある場合、建築物周囲の養生を始めた

とき。 

・ 石綿含有成形板等が内装材のみで、窓、換気口等の開口部の目張りを養生の代

替として作業する場合、目張りを開始したとき。 

○ 「特定粉じん排出等作業の完了」 

作業区画の隔離、幕など養生、足場の撤去の完了をいう。特定建築材料の除去等が終

了した後も、養生、足場の撤去をせずに、引き続き建築物等の解体工事を行う場合、除

去設備を作業場から撤去したとき、かつ廃棄物を保管場所に移動したときを作業の完了

を指す。 

（例） 

「①吹付け石綿」、「②石綿含有断熱材等」の場合 

・ 養生を解除し、除去設備の撤去と廃棄物の保管場所への移動を完了したとき。 

「③石綿含有成形板等」「④石綿含有仕上塗材」の場合 

・ 養生、足場の撤去をせずに、引き続き建築物の解体をする場合、廃棄物を保管

場所に移動したとき。作業場と隔離した保管場所を設けていない場合は、特定建

築材料の除去が完了したとき。 


